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長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
保
険
料

一
部
の
方
は
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
可
能
に

　

平
成
20
年
６
月
12
日
の
政

府
・
与
党
決
定
に
基
づ
き
、
長

寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
の
保
険
料
納
付
方
法
に
お

い
て
、
次
の
条
件
に
当
て
は
ま

る
方
は
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
で
「
年
金
天
引
き
」
か

ら
「
口
座
振
替
」
に
変
更
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
に

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
…

　
今
年
４
月
よ
り
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
は

本
年
10
月
か
ら
年
金
天
引
き
と

な
る
見
込
み
の
方
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す

方
。

①
国
民
健
康
保
険
の
保
険
税
を

確
実
に
納
付
し
て
い
た
方
（
本

人
の
口
座
か
ら
）

②
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
が
い

る
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未

満
の
方
（
世
帯
主
ま
た
は
配
偶

者
の
口
座
か
ら
）

手
続
き
方
法
「
ま
ず
相
談
を
」

　

金
融
機
関
の
窓
口
に
て
保

険
料
の
口
座
振
替
の
手
続
き
を

行
っ
て
い
た
だ
く
前
に
、
要
件

を
満
た
す
と
思
わ
れ
る
方
は
、

ま
ず
、
事
前
に
市
役
所
市
民
環

境
課
国
保
年
金
係
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
へ
の
切
替
時
期
は

申
出
の
時
期
に
よ
り
異
な
り
ま
す

　
８
月
15
日
ま
で
に
申
し
出
い

た
だ
い
た
場
合
、
10
月
か
ら
口

座
振
替
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際

に
は
、
10
月
上
旬
頃
に
今
後
の

納
期
が
記
載
さ
れ
た
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

市
民
環
境
課
国
保
年
金
係

に
申
し
出
さ
れ
た
後
、
速
や
か

に
10
月
分
の
年
金
天
引
き
中
止

の
手
続
き
を
行
い
ま
す
が
、
８

月
15
日
を
過
ぎ
て
申
し
出
さ
れ

た
場
合
は
、
10
月
分
の
中
止
手

続
き
に
間
に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、

申
し
出
い
た
だ
く
時
期
に
よ
り

12
月
分
以
降
の
年
金
天
引
き
中

止
と
な
り
ま
す
の
で
予
め
お
願

い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

市
民
環
境
課
国
保
年
金
係

☎
�
３
１
１
１

 

内
線
１
５
３・１
５
４

国
保
に
加
入
の

70
歳
未
満
の
方
が
対
象

　

入
院
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療

費
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
は
、
そ
の
後
の
申
請
に

よ
り
自
己
負
担
限
度
額
と
の
差

額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
事
前
に
市

役
所
で
手
続
き
を
す
る
こ
と
で

入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払
額
を

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

更
新
手
続
き

　

現
在
交
付
済
み
の
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
は
、
有
効
期
限

が
７
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
８
月
以
降
も
引
き
続
き
認

定
証
が
必
要
な
方
は
、
忘
れ
ず

に
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

認
定
証
の
交
付
は
随
時
可
能

入
院
前
に
手
続
き
を

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に

は
、
入
院
前
に
市
役
所
の
国
保

窓
口
へ
申
請
し
て
い
た
だ
き
、

交
付
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
と
「
保
険
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

新
た
に
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」の
更
新
手
続
き
を
！

入
院
時
に
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
を
軽
減

窓口での自己負担限度額支払い手続の順序

①病院で受診し
 　　　入院が決まる

②市役所で手続きし認
定証の交付を受ける
■手続きに必要な持ち物
・保険証　・印鑑　・本人
確認のできる身分証明書
■その他
・手続きは代理の方でもか
まいません
・国保税の滞納がある世
帯には、認定証の交付は
できません

③病院へ入院。認定証
を医療機関に提示し、限
度額までを
支払う

更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
保
険
証　
②
印
鑑　
③
交
付

さ
れ
て
い
た「
認
定
証
」　

④
本

人
確
認
の
で
き
る
身
分
証
明
書

現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
末

お
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

市
民
環
境
課
国
保
年
金
係

☎
�
３
１
１
１ 

内
線
１
５
４

あ
ら
か
じ
め
手
続
き
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
長
野
県
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

が
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
場

合
、
検
査
費
用
に
つ
い
て
一
部

補
助
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
補

助
の
対
象
者
は
次
の
①
～
③
の

す
べ
て
を
満
た
す
方
で
す
。

対
象
条
件　

①
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者　
②
市
で
行
う
後
期

高
齢
者
健
康
診
査
を
受
け
て
い

な
い
方　
③
人
間
ド
ッ
ク
の
検

査
結
果
を
提
供
で
き
る
方

補
助
金
額　
５
０
０
０
円

（
１
泊
２
日
ド
ッ
ク
、
日
帰
り

ド
ッ
ク
と
も
同
額
）

申
請
に
必
要
な
も
の　

①
検
査
結
果　

②
領
収
書　

③
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
証　
④
印
鑑　
⑤
振
込
先
の

わ
か
る
も
の
（
郵
便
局
以
外
）

手
続
き
・
お
問
い
合
わ
せ
先　

保
健
福
祉
課
健
康
増
進
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
１
８
２

長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
制
度
加
入
の
皆
さ
ん
が
対
象

人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
補
助
の
お
知
ら
せ

　

結
婚
・
出
生
・
入
学
な
ど
、

人
生
の
節
目
に
思
い
を
込
め
て

「
い
い
や
ま
記
念
の
森
」
植
樹
祭

に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

期
日　
10
月
26
日
㈰

植
樹
場
所

千
曲
川
木
島
堤
防
へ
リ
ポ
ー
ト

よ
り
約
１
キ
ロ
下
流

プ
レ
ー
ト　
記
念
名
１
つ
と
名

前
を
複
数
刻
印
で
き
ま
す
。

寄
付
金　
１
本
２
万
円

予
定
本
数　
50
本

申
込
期
間
・
申
込
先　

８
月
１
日
㈮
～
15
日
㈮
に
市
役

所
２
階
都
市
計
画
課
ま
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

植
栽
位
置　
都
市
計
画
課
で
責

任
抽
選
と
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課 

住
宅
・
公
園
景
観
係

☎
�
３
１
１
１

　
内
線
２
４
１
、２
４
４

人
生
節
目
の
記
念
に
桜
を
植
え
ま
せ
ん
か

「
い
い
や
ま
記
念
の
森
」
植
樹
祭
参
加
者
募
集

　

平
成
20
年
７
月
１
日
か
ら
、

障
害
者
自
立
支
援
法
の
制
度
の

変
更
に
伴
い
、
利
用
者
負
担
が

軽
減
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①
非
課
税
世
帯
の
障
害
者
の
居

宅･

通
所
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る

負
担
上
限
月
額
の
軽
減

②
20
歳
未
満
の
施
設
入
所
障
害

者
の
負
担
上
限
月
額
の
軽
減

③
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
補
装

具
、
日
常
生
活
用
具
、
療
養
介

護
医
療
、
加
齢
児
施
設
給
付
お

よ
び
障
害
児
施
設
医
療
の
負
担

上
限
月
額
を
「
世
帯
」
で
は
な

く
「
本
人
と
配
偶
者
」
の
所
得

で
判
定

　
詳
し
く
は
保
健
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
１
８
９

７
月
１
日
か
ら
制
度
が
変
更

障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
軽
減
に
つ
い
て

　

長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医

療
）
制
度
の
保
険
料
の
軽
減
に

つ
い
て
見
直
し
が
さ
れ
、
平
成

20
年
度
に
お
い
て
は
、
表
の
と

お
り
経
過
的
な
軽
減
対
策
が
と

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
軽
減
対
策
に
該
当
す
る

方
に
は
、
軽
減
後
の
保
険
料
の

お
知
ら
せ
を
８
月
以
降
に
送
付

い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
改
め
て
手
続
き
を
し
て
い
た

だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
先

市
民
環
境
課
国
保
年
金
係

☎
�
３
１
１
１

　
内
線
１
５
３・１
５
４

長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
制
度

20
年
度
分
保
険
料
の
軽
減
割
合
が
拡
大
さ
れ
ま
す

●平成 20 年度の均等割額が
７割軽減されている世帯の方

⇒一律 8.5 割軽減
●賦課のもととなる所得金額
が 58 万円以下の方
⇒所得割額を一律５割軽減

20 年度 軽減対象・軽減割合

　長寿医療（後期高齢者医療）制度により、新たに国民健
康保険に加入し保険税を負担することになった方で、次の項
目の両方に当てはまる場合に限り、国民健康保険税の一部が
減免になります。減免を受けるには申請が必要ですので、該
当される方は税務課までご連絡ください。
●対象条件
①社会保険等に加入していた方が、長寿医療保険に移行し
ていること
②国民健康保険に加入した方が 65 歳から 74 歳で、加入す
る前日まで①の方の社会保険等の扶養になっていたこと
●減免期間　国民健康保険に加入した月から最長２年間
●減免対象　所得割額、資産割額、均等割額、平等割額

（世帯構成により減免の対象・減免額は異なります）
●お問い合わせ
　税務課市民税係　☎ 62－３１１１　内線１６１、１６２

長寿医療制度に伴い社会保険等の扶養から国保に加入された方
一部の世帯は申請により保険税が減免されます


